
-26,647

0 0 0

一般財源 Ｅ＝Ｃ－Ｄ 870,861 856,669 ― 936,878 910,231

財
源
内
訳

215,830 197,198 -18,632

使用料・手数料 0 0 0 0 0 0

国、都支出金

Ｄ

184,604 183,780 198,907

地方債・その他 0 0 0

59,500 8,500

事業費（人件費含む） Ｃ＝Ａ＋Ｂ 1,055,465 1,040,449 ― 1,152,708 1,107,429 -45,279

人件費 Ｂ Ｂ 51,000 51,000 ― 51,000

人
件
費

事業費 Ａ 1,004,465 989,449 1,065,502

―

【非常勤（人数）】 (0.00) (0.00) ― (0.00) (0.00) ―

1,101,708 1,047,929 -53,779

【正規（人数）】 (6.00) (6.00) ― (6.00) (7.00)

指標の説
明

申請者の資格認定の際に、婚姻状況や児童の監護の状況に関する書類提出が必要であり、提出督促に応じないため書類不備として却下
せざるを得ない申請や、書類が揃わないために認定が遅れるケースが毎年あるが、それ以外はすべて遅延・事故なく速やかに執行できてい
る。また、申請手続きの際の生活状況の聞き取りで、更なる支援が必要な家庭を関連部署に連携する役割も果たせている。

２．事業費の推移

単位
　　金額の項目：千円
　　人数の項目：人

29年度 30年度 令和元年度 令和２年度

決算 決算 予算 決算 予算
増減

（R1決算比）

556,671 551,604 596,723 673,893 561,218

千円 376,463 367,996 390,981

指標の説
明

ひとり親家庭等で、所得制限額（事業によって異なる。また、税法上の扶養人数によって異なる。）未満の場合が対象となる。
対象者数の増減は、景気の影響による所得の増減に密接な関わりがある。

事
業
目
標
の
達
成
状
況

成果指標
事業目標の
達成度

指標
目指す

単位
29年度 30年度 元年度 元年度 ２年度

方向性 （実績） （実績） 目標（計画） （実績） （計画値）

359,848 365,861

③ 児童扶養手当　支給金額 → 千円

2,184 2,105 2,130

① ひとり親家庭等医療費助成　助成金額 → 千円 66,621 64,263

1,540 1,454 1,500

②

68,199 58,626 64,789

② 児童育成手当　支給金額 →

2,072 2,000

③ 児童扶養手当　受給者数 → 人 1,278 1,211 1,240 1,158 1,300

児童育成手当　対象児童数 → 人

元年度 元年度 ２年度
方向性 （実績） （実績） 目標（計画） （実績） （計画値）

１．事業の概要・目標と現状の把握

事業の目標
どのような状態に
したいか

ひとり親家庭等の生活の安定、児童福祉の増進。

事業の対象
（対象となる人・物）

ひとり親家庭等医療費助成・児童扶養手当は下記①・②とも対象。児童育成手当は手当の種類により①または②が対象となる。
①父または母が死亡・重度の障害等の状態にある、18歳（18歳に達した日以後最初の3月31日まで）の児童を養育する保護者。（育成手当）
②中程度以上の障害がある20歳未満の児童を養育する保護者。（障害手当）

事業の概要
事業の活動内容
・進め方

【児童育成手当・児童扶養手当】18歳（18歳に達した日以後最初の3月31日まで）の児童を養育する母子・父子・養育者家庭のひとり親家庭、中程度以上の障害がある20
歳未満の児童を養育する家庭の保護者に手当を支給する。所得制限あり。
【ひとり親家庭等医療費助成】
母子・父子・養育者家庭等のひとり親家庭が医療機関で保険診療を受けた際に支払う自己負担金の一部または全部（保険対象外の診療は除く）を助成する。所得制限あ
り。

① ひとり親家庭等医療費助成　対象者数 → 人 1,632 1,522

基礎データ
事業のための資産・
利用者等の情報

【ひとり親家庭等医療費助成】
対象者数：1,454人　件数：23,923件　年間助成金額：58,626,942円
【児童育成手当】手当月額　育成手当：13,500円　障害手当：15,500円
（育成手当）児童数：1,960人　支給額：334,881,000円　（障害手当）児童数：82人　支給額：14,585,500円　（育成・障害手当両方）児童数30人　支給額：10,382,000円
【児童扶養手当】手当月額　全部支給：42,910円　一部支給：10,120円～42,900円　児童２人目以降、加算額あり。物価スライド制のため毎年手当額改定あり。
受給者数：1,158人　手当支給総額：673,893,860円

事
業
の
取
組
実
績

元年度の
取組内容

元年度に
実施した
具体的な
業務内容

【ひとり親家庭等医療費助成】
新規申請：随時受付・随時医療証交付　　現況届：８月受付　医療証交付は12月（有効期間１月１日～12月31日）
【児童育成手当】
新規申請：随時（申請月の翌月分から手当支給開始）　現況届：６月受付　手当支給：年３回（２月、６月、１０月）
【児童扶養手当】
新規申請：随時（申請月の翌月分から手当支給開始）　現況届：８月受付　　手当支給：法改正により年６回。ただし令和元年度は移行期につき年５回（４月、８月、１１月、１
月、３月）
※各事業とも、広報やホームページで周知

活動指標
事業の
実施状況

指標
目指す

単位
29年度 30年度

施策 地域の子育て支援の充実 施策番号 4-2-1 関連する「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の基本目標 子どもと女性にやさしいまち

政策体系（現基本計画）

地域づくりの方向 子どもを共に育むまち
施策の目標

誰もが地域で安心して子どもを産み育て、子育ての喜びを実感できる、子育
て支援の充実に取り組みます。政策 子ども・子育て支援の充実

事業を
構成する
予算事業

④

⑤ ⑥

前年度事業整理番号 0902 -　17

① ひとり親家庭等医療費助成事業 ② 児童育成手当支給事業

③ 児童扶養手当支給事業

単独／補助 国・都補助 + 区上乗せ事業 運営形態 一部業務委託 公民連携

一般事業 計画事業№

事業特性

事業開始年度 26年度以前 事業終了年度 計画／一般

令和元年度（令和２年度実施）事務事業評価表【Ｃ表】

事業整理番号 0902 -　17

事務事業名
ひとり親家庭の自立促進事業（ひとり親家庭等医療費助成事業、児童育成手当支給事
業、児童扶養手当支給事業を統合） 担当組織 子ども家庭部 子育て支援課



Ｄの場合

《上記判断を踏まえた所管課の認識》

ひとり親家庭、障害児を養育する家庭の生活の安定、心理的不安や経済的負担の軽減に有効で実効性のある事業であるため、引き続き実施していくべき事
業である。

《上記の判断に基づいた今後の具体的な対応・改善策》

本来支援が必要であるにも関わらず未申請の家庭がないよう、関係部署との連携を強化する。また、申請時に書類不備の場合、案内漏れがないよう、またそ
の提出の必要性をしっかり認識させて提出が速やかに行われるように、申請時の対応を特に丁寧に行いたい。

今後の事業の方向性（④＋⑤）
（現状の評価および施策評価を踏まえた評価）

Ａ：現状維持 終了の理由

総合評価（④＝①＋②＋③） ランク２

予算要望（⑤） 現状維持 根拠
ひとり親家庭、障害児を養育する家庭の生活の安定、心理的不安・
経済的負担軽減のため、必要な事業である。

実施方法（②）
（昨年度の課題を踏まえた改善状況を含む）

Ｂ：標準的（前年度
から改善あり）

根拠 現況届の受付にも委託を導入したことにより、効率化が図られた。

区が実施する優先度（③） A：高 根拠
ひとり親、障害児養育家庭の経済的負担の重さについて、現況届の際に多数の
声が寄せられている。その負担軽減のために、非常に有効性の高い事業である。

事業の施策貢献度 ★★

５．総合評価

成果指標の達成状況（①） A：達成 根拠 ひとり親家庭等の需要に応えることができている。

適正性

【法令順守】
事業に直接関係する法令および個人情報保護、労務関係等の関連法規を理解し、適正に事業を行っているか。

ａ：適正に行っている

【委託事業者との調整】
業務委託等を行っている場合、履行確認およびモニタリング等の実施により、適正な運営が確保されているか。

ａ：適正に行っている

評価の理由
法令順守については、グループ内でＯＪＴを開催する他、現況届窓口開設時の職員と委託業者との関わりなどについて随時注意喚
起を行っている。また、履行確認を定期的に行い業務の停滞がないか確認するとともに、モニタリングの実施により、適正性が守られ
ている。

効率性

【コストの見直し】
現状と同等または現状より少ない経費で、区民サービスや職員・組織の質の向上を図る余地があるか。

ｂ：更なる改善の余地はある

【民間活用の可能性】
業務委託や指定管理者制度などの民間活用によりコストを削減できる余地があるか。

ｂ：更なる改善の余地はある

【事務の見直し】
事業の成果を維持しながら、事務手続きの見直しなどによる事務改善の余地があるか。

ｂ：更なる改善の余地はある

評価の理由 定型事務に加え現況届受付を委託化しコールセンターを開設委託したことで、更に効率化が進んだ。

評価の理由 ひとり親家庭、障害児を養育する家庭の生活の安定、心理的不安・経済的負担軽減のための重要な福祉施策である。

有効性

【成果】
活動結果（活動指標等）に対し、事業の成果（成果指標等）は順調に上がっているか。

ａ：上がっている

評価の理由 ひとり親家庭、障害児を養育する家庭の経済的負担軽減に非常に有効である。

直近の最終評価に基づいた
具体的な対応、改善策
（直近の評価表から転記）

ひとり親家庭からの相談件数が増加している中で、ひとり親家庭が安心して子育てをしながら生活できるよう、各世帯の状況
に応じた経済的支援事業を継続していく。

上記対応、改善策の進捗状況 他区の状況にも注視しつつ、経済的支援の必要性を必要度を確認している。

４．現状の評価

必要性

【事業に対する需要の変化】
事業を取り巻く環境の変化等により、事業に対する需要は減少していないか。

ａ：減少していない

【区が実施する必要性】
他自治体のほか、民間事業者が同様のサービスを提供している事例がないか。

ａ：ない

３．これまでの事務事業評価を踏まえた対応

直近の最終評価 Ａ：現状維持 直近の詳細評価対象事業年度 30年度



部 課

１．事業の位置付け　【基本計画（2016－2025）における位置付け】

２．事業の概要

３．公会計情報

①貸借対照表 （千円）

30年度 元年度 30年度 元年度 増減

6,387 4,193 負債 0 0 0

0 0 地方債 0 0 0

0 0 その他負債 0 0 0

4,296 3,569 純資産 6,387 4,193 △ 2,194

2,091 624 純資産 6,387 4,193 △ 2,194

②行政コスト計算書 (千円）

30年度 元年度 30年度 元年度 増減

1,059,258 1,162,372 収入 184,805 217,247 32,442

人にかかるコスト 60,391 60,096 国・都支出金 184,046 215,831 31,785

業務にかかるコスト 14,796 9,698 使用料・手数料 0 0 0

給付にかかるコスト 983,863 1,092,370 その他収入 759 1,416 657

減価償却費 208 208 874,453 945,125 70,672

別紙）令和元年度　事業別実績シート 子ども家庭部 子育て支援課

ひとり親家庭の自立促進事業

事
業
概
要

単独・補助 区単独事業 事業開始年度 （事業の内容参照）

運営形態

本事業を構成する予算事業 ： ひとり親家庭等医療費助成事業経費、児童育成手当支給経費、児童扶養手当支給経費

これまでの経緯

【児童扶養手当】昭和37年1月　事業開始
平成20年４月から　事業内容縮小（受給開始後５年経過時点で就労していないとき、場合により手当の1/2が支給停止となる扱いの開始）
平成22年８月　事業内容拡充（対象者：母子家庭に加え父子家庭も対象）
平成26年12月　事業内容拡充（公的年金受給者の併給不可から金額により一部可）

【児童育成手当】昭和44年12月　事業開始「東京都児童手当」一般手当（昭和47年１月に国児童手当へ）、遺児手当、障害児手当
昭和49年10月　事業名見直し「東京都児童育成手当」、事業内容拡充　育成手当：15歳（義務教育修了前）、障害手当、特別手当：外国
人
昭和55年4月　事業内容変更　区部は東京都児童育成手当から抜け、区の単独事業となる

【ひとり親家庭等医療費助成】平成２年４月　事業開始

勘定科目 増減 勘定科目

資産 △ 2,194

直営 他区の状況 23区中23区実施

事業の内容

【児童扶養手当】国補助事業、昭和37年１月より事業開始
父または母が死亡・離婚・重度の障害等の状態にある、18歳（18歳に達した日以後最初の3月31日まで）の児童
を養育する保護者に、児童扶養手当を支給する。
【児童育成手当】区単独事業、昭和44年12月事業開始
18歳（18歳に達した日以後最初の3月31日まで）の児童を養育する母子・父子・養育者家庭のひとり親家庭、中
程度以上の障害がある20歳未満の児童を養育する家庭の保護者に、児童育成手当を支給する。
【ひとり親家庭等医療費助成】区単独事業、平成2年4月事業開始
母子・父子・養育者家庭等のひとり親家庭が医療機関で保険診療を受けた際に支払う自己負担金の一部または全部
（保険対象外の診療は除く）を助成する。

その他資産 △ 1,467

資産科目の詳細 負債科目の詳細

【長期延滞債権】児童扶養手当・児童育成手当で発生した
                     過誤払い分のうち、未返還額
【その他資産】システム経費

負債計上なし

土地 0

建物 0

長期延滞債権 △ 727

108,507

0 　純行政コスト

コストの詳細 収入の詳細

勘定科目 増減

コスト 103,114

△ 295

△ 5,098

勘定科目

【人にかかるコスト】本事業に携わる職員の給料、手当、引当金等
【業務にかかるコスト】医療費助成に係る業務手数料等
【給付にかかるコスト】手当支給額、医療費助成額
【減価償却費】システムの資産価格で当年度1年間で償却した価格

【国・都支出金】国からの負担金・委託金
【その他収入】児童扶養手当・児童育成手当、医療費助成金の
　　　　　　　　 過誤払い分の返還額

（４） 子どもを共に育むまち

（５） 未来を切り拓くとしまの子の育成

（４） 地域に信頼される教育

（１） 子どもの自己形成・参加支援

（３） 学校における教育

（２） 子ども・子育て支援の充実 （１） 地域の子育て支援の充実

（２） 保育施設・保育サービスの充実

地域づくりの方向性 政策 施策



４．行政サービスの実績とコスト分析

28年度
（実績）

29年度
（実績）

30年度
（実績）

元年度
（目標値）

元年度
（実績）

２年度
（計画値）

1,300 1,278 1,211 1,240 1,158 1,300

559,950 556,671 551,604 596,723 673,893 590,756

2,241 2,184 2,105 2,130 2,072 2,000

382,956 376,463 367,996 390,981 359,848 385,117

1,692 1,632 1,522 1,540 1,454 1,500

65,949 66,621 64,263 68,199 58,626 68,199

事業に携わる職員数 資産（土地・建物）の分析

29年度 30年度 元年度

7.0人 6.0人 6.0人

0人 0人 0人

0人 0人 0人

0人 0.5人 0人 取得価格（Ａ）

1.0人 0人 0人 減価償却累計額（Ｂ）

現存価格（Ａ-Ｂ） 現時点で残存する建物価格

資産老朽化比率（B/A） 当建物の老朽化の進み具合

５．行政サービスの財源と単位当たりコスト

29年度 5,094

30年度 4,838

元年度 4,684

６．公会計情報から見える課題と今後の取組について

児童育成手当対象児童数 人

児童育成手当支給金額 千円

ひとり親医療費助成対象者数 人

指標 単位

児童扶養手当受給者数 人

児童扶養手当支給金額 千円

実績
単位当たり
コスト

（円）

ひとり親医療費助成金額 千円

資産の概要

正規職員
資産計上なし

再任用職員

事
業
の
取
組
実
績

他自治体のコスト情報

201,777

人材派遣 これまでの利用で償却した建物価格 ー

ー

ー

非常勤職員 資産老朽化比率 (千円）

臨時職員 建物取得時に支払った額 ー

指標名 単位 年度

他自治体で参照可能な情報なし。

　貸借対照表上の長期延滞債権は未収金であり、適正給付と健全な財政運営の観点から、縮小していく必要がある。ただし、延滞期間が長
期になればなるほど、回収が困難になっている実情がある。窓口申請の際に手当支給要件の周知を徹底し債権発生防止に努めるとともに、
返還金が発生した場合は速やかに納付に導くなど、発生後早い段階での対応が最も有効であると考える。
　事業のコストについては、ひとり親家庭の生活支援のための給付が大部分を占めている。受給者数は急激に増減する性質のものではない
ため、事業コストが急激に増減することは通常であれば少ない。元年度の単位当たりコストの上昇は、児童扶養手当法の改正が影響してい
る。手当支払回数が年３回（１回につき４か月分支給）から６回（１回につき２か月分支給）への変更の過渡期となったため、令和元年度は１５
か月分の支払いを行ったことによる実績増がその原因である。
　令和２年度は例年と同様の傾向とみているが、現在のコロナウイルスの影響による所得減のため、令和３年度は受給者数が増加し、また物
価スライド制により決定される手当額単価の上昇も想定される。

各手当
受給者総数

（児扶・育成・医療）
人

172,869

180,747

556,671 551,604
673,893

376,463

367,996
359,84866,621

64,263
58,626

1,278
1,211

1,158

2,184 2,105
2,072

1,632 1,522 1,454

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

29年度 30年度 元年度

対象者と助成金額の推移

児扶手当支給金額 育成手当支給金額

医療費助成金額 児扶手当支給対象者数

育成手当支給対象者数 医療費助成対象者数

5% 1% 94%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

行政コストの性質別割合

人にかかるコスト 業務にかかるコスト
給付にかかるコスト 減価償却費

217,247千円

（19％）

945,125千円

（81％）

行政サービスの財源

収入

区税
コスト総額
1,162,372
千円

（千

円）

（件）



-139,141

49,464 2,694 -46,770

一般財源 Ｅ＝Ｃ－Ｄ 3,654,634 3,659,809 ― 3,671,820 3,532,679

財
源
内
訳

7,205 1,980 -5,225

使用料・手数料 441,631 420,792 499,444 349,007 85,875 -263,132

国、都支出金

Ｄ

328 6,120 5,840

地方債・その他 51,166 51,688 60,288

3,390,630 29,680

事業費（人件費含む） Ｃ＝Ａ＋Ｂ 4,147,759 4,138,409 ― 4,077,496 3,623,228 -454,268

人件費 Ｂ Ｂ 3,463,697 3,429,205 ― 3,360,950

人
件
費

事業費 Ａ 684,062 709,204 795,427

―

【非常勤（人数）】 (10.02) (13.00) ― (13.00) (11.80) ―

716,546 232,598 -483,948

【正規（人数）】 (403.25) (397.93) ― (389.90) (393.90)

指標の説
明

①各年度4月1日時点における区内の待機児童数
②「協働のまちづくりに関する区民意識調査 報告書」において、「地域の保育需要に応じた保育施設の整備、保育サービスの向上が図られ
ている」の項目に、肯定的な回答をした区民の割合

２．事業費の推移

単位
　　金額の項目：千円
　　人数の項目：人

29年度 30年度 令和元年度 令和２年度

決算 決算 予算 決算 予算
増減

（R1決算比）

％ 20.3 27.6 30

指標の説
明

①各年度4月1日時点における公立保育園（19園）の定員数
②各年度4月1日時点における公立保育園（19園）の在籍園児数

事
業
目
標
の
達
成
状
況

成果指標
事業目標の
達成度

指標
目指す

単位
29年度 30年度 元年度 元年度 ２年度

方向性 （実績） （実績） 目標（計画） （実績） （計画値）

29.1 32

③

2,102 2,032 2,016

① 待機児童数　※実績は翌年度4月1日数値 人 0 16

1,979 1,979 1,979

②

0 0 0

② 「地域の保育需要に応じた保育施設の整備、保育サービスの向上が
図られている」について、肯定的な回答をする区民の割合

2,016 2,003

③

公立保育園の在籍園児数 → 人

元年度 元年度 ２年度
方向性 （実績） （実績） 目標（計画） （実績） （計画値）

１．事業の概要・目標と現状の把握

事業の目標
どのような状態に
したいか

認可保育所（公立）における安定的な運営と適切な事業執行のもと、良好な保育環境の中で、子どもの保育と保護者への支援が行われてい
る。

事業の対象
（対象となる人・物）

認可保育所（公立）、入所児童及びその保護者

事業の概要
事業の活動内容
・進め方

保護者の就労等により保育を必要とする乳幼児を保育するため、認可保育所（公立）の運営を行う。

① 公立保育園の定員数 → 人 2,026 1,979

基礎データ
事業のための資産・
利用者等の情報

・区立保育園19園
・在籍園児数  29年度:2,102人　30年度:2,032人　31（令和元）年度：2,016人
（待機児童対策の一環として受入枠の弾力化を実施しているため、各年度定員数を上回る園児を受け入れている）
※各年度4月1日現在

事
業
の
取
組
実
績

元年度の
取組内容

元年度に
実施した
具体的な
業務内容

保護者の就労等により保育を必要とする乳幼児を保育するため、認可保育所（公立）の運営を行った（令和2年4月1日現在19園）。
運営に当たっては、各園に非常勤・臨時職員を配置し、複雑化する保育需要に細かく対応を図っている。
また、保育所職員及び園児の健康管理のため、各種の検診なども実施している。

活動指標
事業の
実施状況

指標
目指す

単位
29年度 30年度

施策 保育施設・保育サービスの充実【重点】 施策番号 4-2-2 関連する「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の基本目標 子どもと女性にやさしいまち

政策体系（現基本計画）

地域づくりの方向 子どもを共に育むまち
施策の目標

女性の社会進出等に伴って今後も増加が見込まれる保育需要に対応でき
る、地域のニーズに応じた保育施設を整備します。政策 子ども・子育て支援の充実

事業を
構成する
予算事業

④ 区立保育所管理経費・維持管理経費

⑤ 区立保育所管理経費・健康管理経費（保育所職員及び園児） ⑥

前年度事業整理番号 0903 -　01

① 区立保育所管理経費・非常勤職員関係経費 ② 区立保育所管理経費・臨時職員関係経費

③ 区立保育所管理経費・待機児童対策臨時職員経費

単独／補助 国・都補助事業 運営形態 一部業務委託 公民連携

計画事業 計画事業№ 4　－ 2　－ 2　－ 1 

事業特性

事業開始年度 26年度以前 事業終了年度 計画／一般

令和元年度（令和２年度実施）事務事業評価表【Ｃ表】

事業整理番号 0903 -　01

事務事業名 認可保育所（公立）の運営・助成事業 担当組織 子ども家庭部 保育課



Ｄの場合

《上記判断を踏まえた所管課の認識》

多くの児童を保育する公立保育所の安定的な施設運営と適切な事業執行は区の責務である。運営にあたっては、待機児童ゼロへの受け皿としての機能を
担い、園児・保護者により良い保育を提供し、区全体の保育の質の向上を牽引する役割を果たしていく。また、今後は新型コロナウイルス感染症への対応を
はじめとして、新たな課題が生じることが予想されるため柔軟な対応が求められる。

《上記の判断に基づいた今後の具体的な対応・改善策》

区立保育園の事務処理の効率化や事故予防のためのＩＣＴ化を進めるとともに、園児の多様な経験につながる実践的な幼児教育プログラムを実施するなど、
保育内容の充実・保育士の専門性向上を支援する環境を整える必要がある。
新型コロナウイルス感染症を念頭に、感染防止のためのこれからの保育に対応できる環境整備を図る必要がある。

今後の事業の方向性（④＋⑤）
（現状の評価および施策評価を踏まえた評価）

Ｓ：拡充 終了の理由

総合評価（④＝①＋②＋③） ランク１

予算要望（⑤） 増額 根拠
新型コロナウイルス感染症への対応をはじめとして、年々保育の実
施方法も改善する点がある。

実施方法（②）
（昨年度の課題を踏まえた改善状況を含む）

Ｂ：標準的（前年度
から改善あり）

根拠
元年度より３年に１度のペースで全区立保育園に第三者評価を実
施し、評価結果を保育運営に活かし、改善を図っている。

区が実施する優先度（③） S：最優先 根拠
民間の保育施設が増える中、児童福祉施設である認可保育所とし
て保育の質の向上など、区立が担う役割は極めて重要である。

事業の施策貢献度 ★★★

５．総合評価

成果指標の達成状況（①） B：相当程度達成 根拠
待機児童ゼロとともに、「地域の保育需要に応じた保育施設の整備、保育
サービスの向上が図られている」ことに肯定的な割合も上昇している。

適正性

【法令順守】
事業に直接関係する法令および個人情報保護、労務関係等の関連法規を理解し、適正に事業を行っているか。

ａ：適正に行っている

【委託事業者との調整】
業務委託等を行っている場合、履行確認およびモニタリング等の実施により、適正な運営が確保されているか。

ａ：適正に行っている

評価の理由
法令等を順守したうえで、適正な事業執行を徹底している。一部の公立園では給食調理委託を導入しているが、履行確認等も適正
に行っている。

効率性

【コストの見直し】
現状と同等または現状より少ない経費で、区民サービスや職員・組織の質の向上を図る余地があるか。

ｂ：更なる改善の余地はある

【民間活用の可能性】
業務委託や指定管理者制度などの民間活用によりコストを削減できる余地があるか。

ｂ：更なる改善の余地はある

【事務の見直し】
事業の成果を維持しながら、事務手続きの見直しなどによる事務改善の余地があるか。

ｂ：更なる改善の余地はある

評価の理由
事業の性質上、必ずしもコストの縮小を進めるべきではないが、保育の質の向上に向けた取り組みは継続して行っていく必要がある。
また、民間活力を活用するため、区立保育園の民営化について今後も計画的な対応を予定している。

評価の理由 認可保育所の運営は、自治体が主体的に行う事務である。

有効性

【成果】
活動結果（活動指標等）に対し、事業の成果（成果指標等）は順調に上がっているか。

ａ：上がっている

評価の理由
待機児童数は、定義変更の影響などにより31年度は増加に転じたが、令和2年度には再びゼロを達成した。また、「地域の保育需要
に応じた保育施設の整備、保育サービスの向上が図られている」について、肯定的な回答をした区民の割合は毎年上昇している。

直近の最終評価に基づいた
具体的な対応、改善策
（直近の評価表から転記）

【新規・拡充事項】
・平成31年3月に作成・発行した「保育の質ガイドライン」の普及を図るとともに、保育の質向上に向けた取組の具体化を検討
する。ガイドライン普及版の小冊子を作成・発行し、保育施設職員及び保護者を対象とした普及イベントを開催する。

上記対応、改善策の進捗状況
区内各保育施設へ「保育の質ガイドライン」を常勤保育士分配付し、日常の保育での活用の促進を図った。また、普及版の
小冊子を作成・発行するとともに、保護者や保育施設職員等を対象とした講演会を開催し、区内における保育の質向上に
向けた取組の普及、理解促進を図った。

４．現状の評価

必要性

【事業に対する需要の変化】
事業を取り巻く環境の変化等により、事業に対する需要は減少していないか。

ａ：減少していない

【区が実施する必要性】
他自治体のほか、民間事業者が同様のサービスを提供している事例がないか。

ｂ：ある

３．これまでの事務事業評価を踏まえた対応

直近の最終評価 Ａ'：改善・継続 直近の詳細評価対象事業年度 30年度



部 課

１．事業の位置付け　【基本計画（2016－2025）における位置付け】

２．事業の概要

３．公会計情報

①貸借対照表 （千円）

30年度 元年度 30年度 元年度 増減

6,753,526 6,474,944 負債 1,108,110 933,559 △ 174,551

4,222,080 4,222,080 地方債 1,108,110 933,559 △ 174,551

3,683,610 4,037,117 その他負債 0 0 0

△ 1,749,505 △ 1,840,714 純資産 5,645,416 5,541,385 △ 104,031

597,341 56,461 純資産 5,645,416 5,541,385 △ 104,031

②行政コスト計算書 (千円）

30年度 元年度 30年度 元年度 増減

5,353,509 5,501,342 収入 644,648 525,614 △ 119,034

人にかかるコスト 4,772,922 4,961,867 国・都支出金 0 8,579 8,579

業務にかかるコスト 489,337 443,894 使用料・手数料 581,070 457,121 △ 123,949

給付にかかるコスト 1,108 1,075 その他収入 63,578 59,914 △ 3,664

減価償却費 90,142 94,506 4,708,861 4,975,728 266,867

勘定科目

負債科目の詳細

【土地】区立保育園の土地価格
【建物】区立保育園建設時の建物価格
【減価償却累計額】区立保育園建物価格のうち既に償却した価格
【その他資産】保育園大規模改修に充当した起債の償還のための基金残高等

【地方債】保育園の大規模改修等に充当した起債の残高

勘定科目 増減

コスト 147,833

△ 33

4,364 　純行政コスト

コストの詳細 収入の詳細

△ 45,443

【人にかかるコスト】本事業に携わる職員の給料、手当、引当金等
【業務にかかるコスト】区立保育園の光熱水費、給食費等
【給付にかかるコスト】災害共済保険の掛金等
【減価償却費】区立保育園建物価格のうち当年度一年間に償却した価格

【使用料・手数料】保育利用者からの保育料収入等
【その他収入】保育実習に伴う実習費収入等

188,945

土地 0

建物 353,507

   減価償却累計額 △ 91,209

資産 △ 278,582

その他資産 △ 540,880

資産科目の詳細

勘定科目 増減 勘定科目

別紙）令和元年度　事業別実績シート 子ども家庭部 保育課

区立保育所管理経費

事
業
概
要

単独・補助 区単独事業 事業開始年度 昭和36年度

運営形態 直営 他区の状況 23区中23区実施

これまでの経緯

昭和３６年７月　　東京都より保育所２園、簡易保育所１園の移管により事業開始
昭和５６年８月　　保育園数は３２園まで拡充整備
平成１２年３月　　１園廃園（３１園）
平成１３年３月　　３園廃園（２８園）
平成１８年度～２１年度　４園を民営化・３園を委託化（公設公園２１園、公設民営３園）
平成２６年度～２７年度　公設公営２園を民営化（公設公営１９園、公設民営３園）
平成２９年４月　　公設民営１園を民営化（公設公営１９園、公設民営２園）
令和２年４月１日現在　公設公営１９園、公設民営２園　　※令和３年度以降　公設公営３園を民営化予定

（４） 子どもを共に育むまち

（５） 未来を切り拓くとしまの子の育成

（４） 地域に信頼される教育

（１） 子どもの自己形成・参加支援

（３） 学校における教育

（２） 子ども・子育て支援の充実 （１） 地域の子育て支援の充実

（２） 保育施設・保育サービスの充実

地域づくりの方向性 政策 施策



４．行政サービスの実績とコスト分析

28年度
（実績）

29年度
（実績）

30年度
（実績）

元年度
（目標値）

元年度
（実績）

２年度
（計画値）

19 19 19 19 19 19

3 2 2 2 2 2

2,061 2,102 2,032 2,016 2,016 2,003

324 217 216 220 220 216

事業に携わる職員数 資産（土地・建物）の分析

29年度 30年度 元年度

446.4人 439.2人 425.5人

9.0人 14.0人 14.0人

68.0人 66.0人 61.0人

229.3人 246.9人 301.8人 取得価格（Ａ）

1.0人 0人 0人 減価償却累計額（Ｂ）

現存価格（Ａ-Ｂ） 現時点で残存する建物価格

資産老朽化比率（B/A） 当建物の老朽化の進み具合

５．行政サービスの財源と単位当たりコスト

29年度 21

30年度 21

元年度 21

29年度 2,319

30年度 2,248

元年度 2,236

６．公会計情報から見える課題と今後の取組について

他自治体のコスト情報

【墨田区】横川橋保育園（専有面積：819.79㎡、経過年数40年ＲＣ造、入所者数114人）
行政コスト276,736千円－収入計32,000千円＝税金充当額244,736千円
※ 墨田区HP掲載「主要な公共施設に係るコスト計算書」より（平成30年度決算）

【板橋区】保育園（38園）
利用者数（実）3,597人、1人当たりの経費2,474,789円、1人当たりの区負担額2,226,030円
※ 板橋区HP掲載「平成30年度  施設別行政コスト計算書」より

区立保育所管理経費は事業の性質上、人にかかるコストの割合が高く全体の90％を占めている。人にかかるコストは義務的経費であり、その割合
が高いことは運営コストの硬直化につながる側面がある。今後も一層の効率的・効果的な運営を進めるとともに、区立保育園のあり方を明確にしつ
つ、現在計画化されている民営化の実施を着実に進めていく。
また、施設の老朽化に対応するため、大規模改修を順次進めているが、建築から50年を超える施設も多くなっている。平成30年度に１園の大規模
改修が完了したことから、資産老朽化比率が45.6％と前年度(47.5％)より1.9ポイント改善した。引き続き、建物の長寿命化の方針のもと、安全で良
好な保育環境を維持するため、計画的な改修若しくは改築を着実に行っていく必要がある。
なお、幼児教育・保育の無償化が令和元年10月から実施され、対象者についてはこれまで保護者負担とされていた保育料が公費負担に切り替
わった。消費税率10％引き上げを財源にするものであり、令和元年度は実質半年間（国から臨時交付金が補填）であったが、今後の行政コストに与
える影響を注視していく必要がある。

事
業
の

取
組
実
績

保育園数 箇所

242,091,762

224,231,497

236,939,446

入所児童数
（4月1日時点）

人

2,192,293

2,094,689

2,225,281

2,196,403

45.6%

（円）

指標名 単位 年度 実績
単位当たり
コスト

臨時職員 建物取得時に支払った額 4,037,117

人材派遣 これまでの利用で償却した建物価格 1,840,714

区立保育園(公設公営)の入所児童数(4月1日) 人

正規職員 保育園（公設公営19か所、公設民営1か所の施設の一部）
 ※公設民営園の東京都からの貸付け分は含まず。再任用職員

非常勤職員 資産老朽化比率 (千円）

資産の概要

区立保育園(公設民営)の入所児童数(4月1日) 人

指標 単位

区立保育園(公設公営園)の設置数(4月1日) 箇所

区立保育園(公設民営園)の設置数(4月1日) 箇所

2,319
2,248 2,236

21 21 21
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28年度 29年度 30年度

区立保育園の数と入所児童数の推移

保育園の入所児童数 保育園の数

90% 8% 2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

行政コストの性質別割合

人にかかるコスト 業務にかかるコスト 給付にかかるコスト 減価償却費

525,614千円

（10％）

4,975,728千円

（90％）

行政サービスの財源

収入

区税
コスト総額

5,501,342
千円

（人） （園）


